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下請中小企業の価格転嫁を後押し 
「価格転嫁サポート窓口」を新設 

 

中小企業庁は、適切に価格交渉・価格転嫁できる環境整備のため、全国47都道府県に設置しているよろ

ず支援拠点に「価格転嫁サポート窓口」を新設し、下請中小企業の価格交渉・価格転嫁を後押しすると

公表した。この背景には、原材料価格やエネルギー費などのコスト上昇の中、コスト増を下請中小企業

だけでなくサプライチェーン全体で負担し、雇用の約７割を支える中小企業でも賃上げができる環境の

整備が必要なことがある。 

そのためには、コストの価格転嫁をはじめとした下請取引の適正化を行うことが欠かせないとの考え

だ。中小企業庁が実施した2023年３月の「価格交渉促進月間」に関するアンケート調査では、「価格交

渉を申し入れて応じてもらえた」、または「発注側からの声掛けで価格交渉ができた」と回答した下請

中小企業の割合は全体の約58％、2022年９月調査時点と比較して増加した。 

こうした調査結果を踏まえ、中企庁では、中小企業などが、原材料費やエネルギー価格、労務費などの

上昇分を、発注側企業に適切に価格転嫁するための支援体制を強化すべく、全国47都道府県に設置して

いる経営課題に対応するワンストップ相談窓口である「よろず支援拠点」に「価格転嫁サポート窓口」

を新設することとしたわけだ。 

価格転嫁サポート窓口では、価格交渉に関する基礎的な知識や原価計算の手法の習得支援を通じて、下

請中小企業の価格交渉・価格転嫁を後押しする。 

 

 

空き家税の導入を目指す京都市 
事業用の非居住住宅等は課税免除 

 

空き家等の既存住宅の流通・利活用の促進が全国的な課題となっているなか、京都市では、自治体独自

の法定外普通税として、「非居住住宅利活用促進税（空き家税）」の導入に向けた取組みを進めている。

空き家や別荘などの居住者のない住宅の存在は、京都市に居住を希望する人への住宅の供給を妨げると

ともに、防災上、防犯上または生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニティの活力を低下させ

る原因の一つになっている。 

非居住住宅利活用促進税は、京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅に対し、その所有者に家屋価

値割額及び立地床面積割額の合算額によって課すこととする。住民票の有無にかかわらず、居住実態の

有無によって生活の本拠を判断する。ただし、事業用の非居住住宅や、それ以外で賃貸または売却予定

の非居住住宅に対しては課税を免除する。 

具体的には、(1)事業の用に供しているもの、または１年以内に事業の用に供することを予定しているも

の、(2)賃貸または売却を予定しているもの（事業用を除く、ただし、１年を経過しても契約に至らなか

ったものは除く）、(3)固定資産税において非課税または課税免除とされているもの、(4)景観重要建造

物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの、などは非居住住宅利活用促進税を課さな

いこととする。 

施行期日は、市規則で定める日（2026年１月１日以後の日を予定）としている。 

 


